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①単元分の課題を作成し、提示
②各家庭で取り組んだ課題を家庭訪問や分散

登校、下駄箱への提出などで回収
③回収した課題等を添削して理解の状況を把

握し、必要に応じて個別の支援などを行う
④単元のまとめで達成状況を把握
　このサイクルは、各学校で行われたことで
あるが、加えて児童生徒の心身の健康状況を
把握するなど、教員の負担は大きかったこと
が容易に想像できる。
⑶既存のコンテンツや外部コンテンツの活用
　そこで、既存のコンテンツや外部サイトを
周知して、それらを活用することを推奨した。
　「ちばっ子チャレンジ100（小学生向け）」「ち
ばのやる気学習ガイド（中学生向け）」「小学
校用『家庭学習のすすめ』」など県教委が作
成した既存のコンテンツだけでなく、文部科
学省ホームページ「子供の学び応援サイト」
に掲載される教材など、それぞれの市町村教
育委員会でリンク集を作成していただいたと
ころもあった。

１　はじめに
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、令和２年３月から始まった臨時休校は、
５月末までの、およそ３か月に及んだ。この
間の児童生徒の学びを止めないための取組は、
Withコロナ、Afterコロナの時代にも、教訓
としなければならない。
　誰しもが経験したことのない事態に直面し
たことで得られた経験則は、予想がつかない
未来を切り拓いていくためにも重要なものに
なると考える。

２　令和２年度　休校期間のアプローチ
⑴休校中に重視したポイント
①主たる教材である教科書に基づく家庭学習

を実施すること。
②家庭学習に際しては教科書と教材・動画等

を使用すること。
③規則正しい生活習慣を身に付けて学習を継

続すること。
④登校日や家庭訪問等により児童生徒の学習

を支援すること。
⑤学習状況や成果を確認し、学習評価に反映

させること。
　この５点は文部科学省の通知にも示されて
いることだが、基本的には家庭学習を中心と
して、児童生徒の学びを保障し、充実させて
いくことが重要である。
⑵学習サイクルの確立に向けて
　まずは家庭学習のサイクルを確立するため
に、【図１】に示すモデルを提示した。

県教育庁教育振興部学習指導課

休校期間中における児童生徒の学びの保障を
今後どのように生かすか
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【図１】家庭学習のサイクル
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考になるものとなっている。
　令和３年度も、授業づくりコーディネー
ターが引き続き授業動画を作成するが、こう
した動画を参考にし、見通しをもって学習に
取り組めるようにするための授業実践上の工
夫を行うとともに、主体的に学習に取り組む
態度の評価方法について改善していただき 
たい。

４　おわりに
　臨時休校期間中の実践で得られた動画の作
成やICT機器の活用などは、今後の研修等で
活用されることを期待している。
　県立学校では、令和３年１月に結ばれた県
教育委員会とMicrosoft社との提携により、
オンライン上の教員コミュニティで実践事例
や学習指導案、自作教材等を共有することが
可能になっていく予定である。
　オンライン学習については、今まではオン
デマンドのコンテンツベースであったが、１
人１台端末を活用し双方向のコミュニケー
ションが行えるようになっていくことが期待
されている。
　また、感染状況が落ち着いていない昨今の
状況においては、休校となった際に学習のサ
イクルを機能させていくための準備をしてお
くことが大切である。そのためには、児童生
徒と教員の円滑なコミュニケーションが欠か
せない。根底には児童生徒と教員との信頼関
係が重要となってくるのは言うまでもなく、
この休校期間中に児童生徒の学びが保障され
たのも教員の尽力があってのことである。
　今後も教員、各市町村教育委員会や各教育
事務所、総合教育センターなどと連携を図り、
相互に協力しながら、様々な教育課題の解決
に取り組んでいきたい。

⑷チーてれスタディーネットや千葉テレビ放
送の授業動画

　家庭学習の充実を図るために作成したのが
「チーてれスタディーネット」である。指導
主事や授業づくりコーディネーターなど総勢
323名の力を結集して、児童生徒のために授
業動画を作成した。
　作成本数は昨年５月８日までに約100本、
臨時休校が終了する５月末までに約900本に
のぼり、そして令和３年８月末には、およそ
1700本が公開されている。多くの方の多大な
る努力により、児童生徒の学びを保障するた
めの取組が進んだことに、この場を借りて感
謝申し上げたい。
　その他にも、千葉テレビ放送において、パ
ソコン等の操作が困難な小学校低学年向けの
ものや、コミュニケーションを伴う外国語、
体の動きが必要になる保健体育などの授業動
画を84本放送した。

３　授業動画作成のポイント
　チーてれスタディーネットに掲載されてい
る授業動画は、県教育委員会が推奨する「『思
考し、表現する力』を高める実践モデルプロ
グラム」【図２】に基づいて作成されている。

　特に、学びに向かっていく場面である「見
いだす」の部分を重視することで、児童生徒
が主体的に学習に取り組めるような構成と
なっていることから、今後の授業改善にも参

【図２】「思考し、表現する力」を高める
実践モデルプログラム
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動して学校関係者の感染者数も増減している
ということの表れでもあると考えている。

　また、感染経路については、保健所の積極
的疫学調査により判断されるものであるが、
報告内容を見る限り、小学校・中学校及び特
別支援学校についてはほとんどが家庭内感染

（本人の発熱等を含む）である一方、高等学
校については家庭内感染も多いが、部活動や
昼食・外食といった学校内外での活動による
ものの割合が他校種に比べて多い傾向が見ら
れる。

１　学校における感染状況
　令和２年１月中旬に国内における初の感染
者が確認されて以来、本県においても、新型
コロナウイルス感染症の感染拡大の波が複数
回にわたり発生している。その影響は、広く
県立学校及び市町村立学校にも及んでおり、
各学校においては、国の要請による一斉臨時
休校をはじめ、分散登校や時差登校、感染者
発生に伴う臨時休業など、児童生徒及び教職
員（以下「学校関係者」と言う。）への感染
拡大の防止という感染症対策と、教育活動の
推進という児童生徒の学びの保障の両立に苦
悩してきた。本稿の執筆時点（令和３年７月
下旬）においても、感染状況は予断を許さな
い状況であり、本号が発行されている頃には、
全国においてワクチン接種が進むなどして、
収束への道筋が見えてきていることを願うば
かりである。
　令和２年度の開始当初から令和３年７月ま
での約１年間の本県の学校における感染状況

（令和３年７月19日時点）は、千葉市を除く
公立小・中・高・特別支援学校の学校関係者
について、県教育委員会に報告があった感染
者の総数は2,220名であり、内訳は小学校874
名（約39.3%）、中学校522名（約23.5%）、高
等学校738名（約33.2%）、特別支援学校86名

（約3.9%）である。全国的にいわゆる第３波
と言われた令和２年12月～令和３年１月頃に、
学校においても大きなピークとなっており、
このことは学校だけが感染拡大の起点となっ
ているのではなく、社会全体の感染状況に連

県教育庁教育振興部学校安全保健課

学校における新型コロナウイルス感染症への対応
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の励行等の基本的な感染症対策を継続してい
くことが大切であることに変わりはない。

３　これからの感染症対策として
　感染拡大の波が度々来る中でも、学校にお
いては、それぞれの地域や学校の実情等に合
わせた様々な工夫のもと、感染症対策に尽力
してきた。今後については、基本的な対策を
継続していくという一言に尽きるが、あえて、
これからの学校における対策の中で、特に重
点を置きたいポイントとして、「当事者意識
の向上」を挙げたい。
　緊急事態宣言が発令された地区にあっても
人出はあまり減少しないと聞く。こうした時
こそ、自分自身の小さな行動が、医療体制そ
のものや病院・保健所等の医療従事者、困難
に直面する様々な事業者の方々等を守ること
につながるという「当事者意識」を是非持た
せていただきたい。
　社会全体でこの感染症に立ち向かう、その
社会の一員がまさに自分自身であり、まずは
自分にできることは何かということを考え、
行動に移すという自覚と実践について、より
具体的な感染予防行動の指導とともに伝えて
いただきたい。

　こうした点からも、校種ごとに感染症対策
の重点を変える必要があることがわかる。例
えば、小学校や特別支援学校では、日々の健
康観察を含め家庭との連携をより一層強化し
ていく。中学校では、家庭との連携に加え、
部活動での更衣等の場面の意識化を図る。高
校では、昼食時、部活動の更衣時、放課後の
飲食や休日等学校外での行動等について具体
的に意識化を図る等である。

２　学校における感染症対策
　県教育委員会では、令和２年５月に県立学
校向けに策定した「新型コロナウイルス感染
症　学校における感染対策ガイドライン」を、
その時点での最新の知見等をもとに更新しつ
つ、効果的な学校における感染症対策の方法
や基準を示してきた。市町村立学校について
も、各市町村教育委員会が示す同様のガイド
ライン等に沿って、感染症対策が進められて
いると認識している。
　各学校においては、これまでの経験や知見
を十分に生かしながら、基本的な感染症対策
を確実に行うこと、そしてそれらを継続して
いくことができるよう、持続可能な方法や手
順、必要な体制の整備等により、質を確保し
つつ日常化するとともに、一部の教職員のみ
に負担がかかることのないよう学校全体で組
織的に実行していくことが重要である。
　また、令和３年に入ったころから変異株の
拡がりが見られ、大変懸念されている。従来
株よりも感染しやすい可能性や、免疫やワク
チンの効果を低下させる可能性などが伝えら
れる一方で、大人と比較して子供が感染しや
すいという証拠は得られていない、といった
専門家の見解がある。児童生徒への影響は引
き続き注視する必要があるが、対策としては、

「３つの密」の回避、マスクの着用、手洗い
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コロナウイルス感染症対策を整理することで、
今後、想定外の事態に直面した際に「学びを
止めない」ために必要なことを考えてみたい。

１　臨時休業中の生徒支援の取組（令和２年）
２/27　安倍首相が全国一斉臨時休業要請
３/４　臨時休業開始（部活動も停止）
３/９　卒業式を卒業生のみの出席で実施
４/３　職員会議で学校再開の準備を進める
４/６　始業式を放送で実施
４/７　入学式を新入生及びその保護者１名

のみの出席で実施
４/７　政府が７都府県に緊急事態宣言発出、

５/６までの臨時休業を県教委が決定
４/８　教職員の時差出勤開始
４/９　ホームページ等で生徒に課題を周知
４/９　保健室内の感染症対策整備

４/10　生徒に４月分の課題等を郵送
４/13　教職員の輪番制勤務開始
４/13　生徒へ時間帯を決めて電話連絡実施
４/27　週間計画表・家庭学習レポート作成
４/27　生徒にメールアドレス付与、活用開始
５/４　政府が緊急事態宣言を５/31まで延長
５/７　生徒に５月分の課題等を郵送
５/15　生徒の課題を郵送で回収し評価

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大とい
う未曽有の状況に直面した各高校は、国や県
の通知等に従い、感染拡大防止のための臨時
休業や時差登校の措置への対応、日々の消毒
作業や校内外の生徒への指導に追われてきた。
　この経験は、学校に大きな負担がかかった
ものの、学校が学習機会と学力を保障する役
割のみならず、生徒にとって安全・安心な居
場所を提供するという福祉的機能や、社会性・
人間性を育むといった社会的機能を果たして
いることを再認識させる契機となった。
　また、教育のICT化の遅れの課題も顕在化
した。大学で日常となったオンライン授業が
高校で定着しなかった背景には、カメラ付き
のパソコンなどの機材や通信環境の整備の遅
れが要因として挙げられる。しかし、先生方
がこれまでの学校の当たり前を見直し、対面
授業以外で学力を伸ばす手段を模索したこと
は、業務の精選や生徒の家庭学習の充実につ
ながる取組の種となったのではないか。
　千葉県高等学校長協会の管理運営委員会が
令和２年度に実施したアンケート調査結果に
よれば、令和２年３月の全国一斉休業の際の
生徒の支援、学校再開後の学力の保障、感染
症対策に係る教員の業務量の増大などの課題
について、各学校が地域や生徒の実態に合わ
せてそれぞれ工夫した取組を行ったことが分
かった。しかしながら、学校だけでは解決し
えない施設・設備の充実が喫緊の課題である
ことも分かった。
　そこで、今回、本校で取り組んできた新型

県立船橋啓明高等学校長　細
ほそ
川
かわ
　義
よし
浩
ひろ

コロナ禍がピンチをチャンスに変える契機となるか
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※保健室に確認
ゾーンを設置
（発熱症状のあ
る生徒用）
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４　現在の感染症対策の例

５　今後の課題
　４月当初は消毒液やマスク等、年度末はタ
ブレットやプロジェクターが不足して、予算
はあっても使えない状態となった。
　現在は感染症対策に必要な物品は整ってき
ているが、継続的な予算措置が必要である。
　また、今後、オンライン授業等を推進して
いくためには、Wi−Fi環境の整備や職員研
修等が必要であり、県教育委員会には、引き
続き学校への支援をお願いしたい。

５/19　本校の感染症対策ガイドライン作成
５/22　登校日に向けた感染症対策の準備
５/25～28　学年別登校日
５/29　授業・部活動開始に向けた感染症対策

２　分散登校中の学力の保障・感染症対策
６/１　分散登校（午前、午後半数ずつ）開始
６/１　分散登校期間中に全生徒と面談実施
６/15　時差登校開始（45分授業６限、７限

は40分、昇降口で健康観察実施）
６/29　通常登校・通常授業開始
　臨時休業等で減少した授業時数を確保する
ため、及び感染症対策の徹底のため、文化祭
や体育祭など全校単位での学校行事は中止と
した。ただし、修学旅行や球技大会など学年
単位の行事は実施した。
　７月までは、朝のSHRを延長し、担任と
副担任が協力して教室で健康観察を実施した
が、９月以降については、通常日課とした。
　２回目の緊急事態宣言後は、教室の自席で
会話をせずに前を向いて昼食をとらせる感染
症対策を徹底するため、毎日注意喚起の放送
を入れ、教員による巡回指導を行った。

３　PTA、同窓会、後援会による支援
　ハイブリッド型の学習環境の整備のため、
国や県の予算を活用し、タブレットやWi−Fi、 
プロジェクターなどの整備を進めた。全教
室にプロジェクターを設置するためにPTA、
同窓会の協力を得た。また、後援会には部活
動支援のための消毒液の提供を受けた。

※美術室等の特別
教室や職員室に
パーテーション
設置

※すべての教室に
プロジェクター
を設置し、授業
で活用

※各教室の入口に
自動消毒装置、
マスク、ペー
パータオル等を
設置

※トイレの流しに
液体洗剤と消毒
液を設置

※蛇口レバーも肘
で扱えるものに
交換

※上履き消毒用の
除菌マットも設
置


